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支給決定・サービス 利用のプロセス ( 全体像 ) 

アセスメント ( 全国共通調査項目 ) 
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障害程度区分の 認定 

 
   
    

    
  サービス利用の 意向聴取   
      
    
    

    
  支給決定案の 作成   
          

3 目定型的な案の 場合 

審査会の意見聴取 

  支
 

給 決 定
 」 一一 し 

サ ー ヒス利用計画の 作成・モニタリンバ。 ， ( 米 ) 

( 米 ) 一定数以上のサービス 利用が必要な 者や長期入所，入院から 地域生活へ移行 
する者などのうち、 計画的なプロバラムに 基づく自立支援を 必要とする者を 対象 
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( 介護給付・訓練等給付の 利用手続き ) 
回 市町村 

サービス利用申請 
介護給付 

相談支援事業者 の場合 
障害程度区分の 一次判定 

Ⅹ市町村が自ら 相談支援を担 障害程度区分通知 
う 場合あ り   障害程度区分の 認定 

0 アセスメント サービス利用 
0 サービス利用計画集 計画案 ( サ一 

の 作成 ビスの利用意 意見照会 (*) 

向 ) の 聴取 支給決定案作成 

利用者本人が 自ら申請する 場合 

定型的な場合 

支給決定 意見 

支給決定 

都道府県 ( 障害者介護 給 

審査請求 ( 支給決定に不服のあ る場合 ) 
付等 不服審査会 ) 

・市町村の行った 障害 程 

▼ 
度 区分認定及び 支給決定 
ほ ついて不服審査 （ サービス利用へ ｜ノ 

市町村審査会 

障害程度区分の 
二次判定 

非定型的な支 
給 決定案等の 
場合 



  
    

し 利用者」             相談支援事業者Ⅰ ） Ⅰ 、 市町村 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 

ア
 
ト
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  ・サービス利用計画 ( 米米 ) の 作   

サービス利用計画 
  
  成 

  

  
  

作成の依頼 米 
  
  ・サービス利用のあ っせん・調整・       
  
  契約援助 

  

  
  
    

            
  

  
  

  
  

｜
 

｜
 

      
    

  サービス利用開始 
  

  
  

  
サ 

Ⅰ 

 
 

  

モニタリンバ、 

  

  

    
 
 

  

支ね 計
画
作
成
費
 
i
 

サ
ー
ビ
ス
利
用
 

サ 
串 

米複数のサービスの 利用が必要な 者，長期入所・ 入院から地域生活に 移行ずる者な 

どのうち計画的なプロバラムに 基づく自立支援を 必要とする者を 対象とする 

米米障害福祉サービスのほか、 就労支援、 教育、 インフオーマルサービスを 含む計 

画 とすることが 望ましい。 
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  ｜ ｜ 

支給決定について 
  
  

サ ー ヒスの 

  
    

  

受 介護給付を希望する 場合   
二次判定 ( 審査会 ) 

障害程度区分の 認定 
  『 コ 
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目
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支給決定 
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支給決定時のアセスメント 項目 ( 案 ) 

障害程度区分 

領 域 l 例 

調理 

生活関連 掃除、 買 い物 洗濯 

交通手段の利用 

視力 

・コミュニケーション 関連 
聴力 

説明の理解 

意思の伝達 

夜間不眠あ るいは昼夜の 逆転 

行動関連 多動または行動の 停止 

パニックや不要 定 な行動 

整髪 

  
上衣の着脱 

身辺関連 金銭の管理 

薬の内服 

排尿 

寝返り 

@  移動・動作関連 移動 

洗身 

府庫 等 関連 
下肢 関節の動く範囲の 麻痒 制限 

じょくそうの 処置 
  医療関連 レスピレーター 

透析 

勘案事項調査 

例
 

況
 

状
 

頻
度
 

の
 

出
 

外
 

域
 

領
 

地域生活関連 社会活動の参加の 状況 

入所，入院歴、 入所，入院期間 

就労関連 

就労状況、 過去の就労経験 

就労希望の有無 

日中活動関連日中活動の 主な場所 

介護者の有無 

介護者関連 

介護者の健康状況等 

居住関連 生活の場所 

他の 利 サ m ーヒ 状況受けているサービスの スの 内容 

訓名束 ・ 京尤穿チ言 平平平 而面 

0  移動，動作関連項目 

0  身辺関連項目 

0  生活関連項目 

0  就労関連項目 

0  コミュニケリヨン 関連項目 
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， @ ，， 史呈庁 区分のイメージ ( 案 ) 
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等計 
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障害程度区分判定等試行事業 ( 概要 ) 

0  支給決定に関する 調査 ( アセスメント ) や障害程度区分素案の 試行を通じ、 障害者等の心 
身の状態等に 関するデータを 収集し、 障害程度区分の 開発を行 う とともに、 新制度における 
新支給決定手続き 実施の際の実務上の 課題を把握することを 目的として実施 

0  全国 6 「市町村 ( 各都道府県「 力所 ， 「 4 指定都市 ) で 5 月～ 7 月にかけて実施 

  

  @  ..,,..,,.......,,..@@@@....@.@., ① 陣害 程度区分 ◆ .@@,,..@@@..@...@@. W 定調査対象者 ◆ ...@......@..,.....@  (30 名 )     の ...@.. 選定 ◆ ..,.,....,,.. :     
身体障害者 「 0 名 知的障害者 「 0 名 精神障害者 「 0 名 

旦 
                                                                  ②障害程度 ,...,. ■ @,,...,.,,@........,,,,.,...,.,.,,,... E 分認定調査 ■ ,,                                                                 

ア 調査対象者の 心身の状況 
イ 社会活動や介護者、 居住等の状況 

        旦 
③，医師の意見 宰   ③ 一次判定 

u Ⅱ   
  

左の②～④と 同じ 

新規申請者 若干 名 
Ⅲ，ヒヒ各日 

な場 

Ⅱ ム   

一   
@  サービス利用の 意向聴取 

「 

  

! 支給決定案の 作成   

  
Ⅰ審査会の意見聴取 ． -"- 。 -.-"-.-"-"-"-.-"-" Ⅰ． -.-   

" 国へ 報告     

" 一 
  国人報告 目                                                                                     10 



障害程度区分認定モデ   1 / 
3
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    対象自治体 1 人口規模Ⅰ 

      
松江市 148,038   
岡山市 624,841   

東広島市 119,34   
      

高松市 334,368   
松山市 475,274   
高知市 326,677   

    
大村市 87,176   
八代市 106,269   
大分市 439,378   

545,876   
宜野湾市 87,229   

O 99 Ⅰ ， Ⅰ 69   
O 1,038 Ⅰ 00   
O   888,735 

      
O 2, Ⅱ 7,094   
O Ⅰ， 3861372   
O 2,490 ， ]72   

      
O 997,398   
O 1,3]5,007   

Ⅹ
 
米
 

人口規模については、 平成 ]5 年度版「全国市町村要覧」による 

北海道帯広市と 京丹後 面は ついてはホームページより 確認した (2005/4/5) 




